
指定介護予防支援事業者の対象の拡大①（高齢者福祉課）

【現在】
事業対象者及び要支援者に対する指定介護予防支援業務（ケアプラン作成、サービス提供事業者との

連絡調整等）については、地域包括支援センターが指定介護予防支援事業者として、市から指定を受け、
業務を実施している。
また、その業務の一部を居宅介護支援事業所に委託することができる。

【令和６年４月１日以降】※介護保険法の一部改正により
居宅介護支援事業所も指定介護予防支援事業者として、市から指定を受け、地域包括支援センターを

介することなく、利用者と直接契約して業務を実施することができるようになる。
なお、指定を受けない場合は、引き続き地域包括支援センターから一部委託を受けて実施する。

ただし、直接実施することができるのは、介護予防支援のみとなり、介護予防ケアマネジメント（総
合事業のみ利用）は、現行どおり、地域包括支援センターから一部委託を受けて実施する。

現在、地域包括支援センターからの一部委託を受けていることのみをもって、指定介護予防支援事業
所としての指定を受けることができるものではない（いわゆる「みなし指定」の規定はなし）ため、指
定介護予防支援事業所として指定を希望する場合には、市への指定申請が必要となる。
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指定介護予防支援事業者の対象の拡大②

【人員基準】
居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業者の指定を受ける場合
・従業者…指定に係る事業所ごとに１以上の必要な数の介護支援専門員を配置
・管理者…主任介護支援専門員（居宅介護支援事業との兼務可）

※経過措置規定の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とす
る指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできない。

経過措置規定：令和９年３月３１日までの間は、令和３年３月３１日までに指定を受けている指定居宅介護支援事
業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和３年３月３１日における当該管理者に限り、
引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

地域包括支援センターが指定介護予防支援事業者の指定を受ける場合

・従業者…指定に係る事業所ごとに１以上の必要な数の担当職員（保健師・介護支援専門員・社会福祉
士等）を配置

・管理者

【介護予防支援費単位数】
・居宅介護支援事業所…介護予防支援費（Ⅱ）472単位（＋初回加算 300単位）
・地域包括支援センター…介護予防支援費（Ⅰ）442単位（＋初回加算＋委託連携加算 300単位）

【委託】
・居宅介護支援事業所…他の居宅介護支援事業所への委託不可
・地域包括支援センター…居宅介護支援事業所への委託可 2



指定介護予防支援事業者の対象の拡大③

【指定の申請書の記載及び書類提出の省略】
指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を受ける場合
指定居宅介護支援事業者として届出済みの内容から変更がない場合、一部の書類の添付を省略するこ

とが可能。
・省略できる書類例…登記事項証明書、管理者の経歴、平面図等

【利用者との契約】

令和６年４月１日以降の事業者 担当ケアマネジャーの所属
令和６年４月１日以降

の契約手続

地域包括支援センター 地域包括支援センター

契約変更の必要なし
地域包括支援センター

指定居宅介護支援事業者
（地域包括支援センターから一部委託
を受託）

指定居宅介護支援事業者
（指定介護予防支援事業者）

指定居宅介護支援事業者
（指定介護予防支援事業者）

現行契約の終了及び新
規契約の締結
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参考：厚労省・社会保障審議会・介護保険部会（第109回）資料3-1（一部抜粋）
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参考：厚労省・社会保障審議会・介護給付費分科会（第239回）参考資料1（一部抜粋）
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参考：厚労省・社会保障審議会・介護給付費分科会（第239回）参考資料1（一部抜粋）
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